
３か月前 ２か月前 ３か月後１か月前 １か月後 ２か月後

出産予定日※

出産予定日※

国民年金のお知らせ

産前産後期間の国民年金保険料が免除されます！

●出産予定日の6ヶ月前から届出ができます

●手続きに必要なもの・・・国民年金被保険者関係届書（申出書）、母子手帳、

　　　　　　　　　　　　　マイナンバーがわかるもの

※現在、保険料免除制度を利用されている方も手続きが必要になります。

・出産予定日または、出産日が属する月の前月から４か月間の国民年金保険料が免除さ
れます。
・多胎妊娠（２人以上の赤ちゃんを同時に妊娠）の場合は、出産予定日または出産日が
属する月の３か月前から最大６か月間の国民年金保険料が免除されます。

免除対象期間 （■色のついた部分が免除期間）

単胎の方

多胎の方

保険料納付が免除される期間

※出産とは、妊娠８５日（４か月）以上の出産を言います（死産、流産、早産された方を含みます）

※届出が出産後の場合「出産日」

〇お問い合わせ先　町民税務課　町民生活室　☎４３－２０１２

マイナポータルとの連携で
「ねんきんネット」はもっと便利になります！

　「ねんきんネット」は、パソコンやスマートフォンからご自身の年金情報を手軽に確認できるサービスです。

ねんきんネットを使って以下のことが出来ます

・ご自身の年金記録の確認

・将来の年金見込額の試算

・「ねんきん定期便」や各種通知書の確認

・持ち主不明の年金記録の検索　など

マイナポータルと連携すると更に便利

・扶養親族等申請書の電子申請

・社会保険料（国民年金保険料）控除

　証明書等の電子データの受取　など

詳しくは年金機構ウエブサイトをご覧いただくか、

「ねんきんネット専用番号」へお問い合わせ下さい。

〇「ねんきんネット専用番号」　☎０５７０-０５８-５５５

広報もがみ　令和７年７月号　７月２４日発行　№８９２　【１４】【１５】　広報もがみ　令和７年７月号　７月２４日発行　№８９２

読み込むと年金機構HP
「ねんきんネット」のページ
へアクセスできます。

詳細はHPへ


